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─────────────────────────────────────────── 

令和８年 第１回（定例）由 布 市 議 会 会 議 録（第６日） 

                             令和８年３月11日（水曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第６号） 

                        令和８年３月11日 午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第５号 由布市行政組織条例の一部改正について 

 日程第２ 議案第27号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第３ 議案第28号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第４ 議案第29号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議案第30号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第31号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第32号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第４号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第５号 由布市行政組織条例の一部改正について 

 日程第２ 議案第27号 令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号） 

 日程第３ 議案第28号 令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第４ 議案第29号 令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 日程第５ 議案第30号 令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 日程第６ 議案第31号 令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第32号 令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第４号） 

────────────────────────────── 

出席議員（17名） 

１番 渡辺  彬君        ２番 津田 貴之君 

３番 生野 友子君        ４番 小山 和義君 

５番 髙田 龍也君        ６番 坂本 光広君 

７番 吉村 益則君        ８番 田中 廣幸君 

９番 加藤 裕三君        10番 加藤 幸雄君 

11番 鷲野 弘一君        12番 甲斐 裕一君 

14番 佐藤 郁夫君        15番 渕野けさ子君 

16番 佐藤 人已君        17番 平松惠美男君 
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18番 佐藤 孝昭君                  

────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

13番 長谷川建策君                  

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 工藤 由美君        書記 中島  進君 

書記 福水 雅彦君                  

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

 市長 ……………………… 相馬 尊重君   副市長 …………………… 小石 英毅君  

 教育長 …………………… 橋本 洋一君 

 総務課長 ………………… 古長 誠之君   財政課長 ………………… 大久保 暁君  

 総合政策課長兼地方創生推進室長 ……………………………………………… 米津 康広君  

 会計管理者 ……………… 平野浩一郎君   建設課長 ………………… 衞藤  武君  

 商工観光課長 …………… 大塚  守君 

 福祉事務所長兼福祉課長 ………………………………………………………… 後藤 昌代君  

 挾間振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 井原 和裕君  

 庄内振興局長兼地域振興課長 …………………………………………………… 佐藤 重喜君  

 教育次長兼教育総務課長 ………………………………………………………… 安部 正徳君  

 消防長 …………………… 大嶋 陽一君 

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（佐藤 孝昭君） 皆さん、おはようございます。 

 議員及び執行部各位には、本日もよろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は１７名です。長谷川建策議員から欠席届が出ています。定足数に達し

ておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、タブレットに記載しております議事日程第６号により行います。 

────────────・────・──────────── 
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○議長（佐藤 孝昭君） それでは、日程第１、議案第５号、由布市行政組織条例の一部改正につ

いてから日程第７、議案第３２号、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第４号）までの

７件を一括議題といたします。 

 付託をしております各議案について、各常任委員長にそれぞれの議案質疑に係る経過と結果に

ついて報告を求めます。 

 まず、総務常任委員長、吉村益則議員。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） おはようございます。総務常任委員長、吉村でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、委員会審査報告をさせていただきます。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 日時、令和８年３月９日月曜日、議案審査、まとめを行いました。 

 場所、本庁舎新館３階、第１委員会室です。 

 出席者、記載のとおりです。 

 担当課も記載のとおりです。 

 書記は、議会事務局で行いました。 

 事件の番号、議案第５号、由布市行政組織条例の一部改正について。 

 経過及び理由。本議案は、契約及び検査業務の適正な履行確保と公共施設整備の一元的な推進

体制を確立するため、令和８年４月１日付で契約検査室を廃止し、新たに契約施設整備課を設置

するものである。 

 具体的には、現在、財政課内に配置されている契約検査室を契約施設整備課に改める。これに

より、財政運営の専門性を高めるとともに、事務の集約化と意思決定の迅速化を図るための組織

再編である。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号）です。 

 経過及び理由。本議案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億５,９３９万９,０００円を追加

し、補正後の予算総額を２８２億３,１３９万円とするものである。 

 主な内容は、地方交付税の再算定に伴う増額分の財源調整への活用、国の経済対策を活用した

事業の前倒し実施及び事業確定に伴う執行残の減額補正を行うものである。 

 本委員会に関わるものとして、まず、２款１項９目地域活力創造事業においては、利用する団

体が補助上限額に達しなかったこと、新規枠の申請がなかったことによる減額について審査を行
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った。 

 これに対し委員会では、事業の周知やアピールが不足しているのではないかとの意見が出され

た。今後は、予算見積もりにおける計画性を高めるとともに、地域振興の貴重な機会を逃さぬよ

う募集の精査や周知方法を工夫し、計画的な事業執行に努めるように求める。 

 次に、同じく２款１項９目湯平温泉復興まちづくり推進事業については、人道橋整備に関し関

係機関との調整に不測の日数を要したため、完了時期を令和９年度まで延伸し、改めて継続費を

設定し直すものである。 

 審査では、工期の長期化に伴う予算の増額への懸念が示された一方、本事業は地域の避難ルー

ト確保にもつながる極めて重要なものであることを再確認した。地域住民の意向を十分に尊重し、

安全かつ着実な施工を継続するよう意見が出された。 

 同じく２款１項９目道の駅ゆふいん整備管理事業については、物産館の建て替え及び情報発信

機能の強化を図るものである。特に、デジタル技術導入業務として、多言語対応の３Ｄディスプ

レイを利用したＡＩ観光案内システムを導入し、地域の情報発信の窓口としての役割を担うこと

が示された。 

 委員会からは、多額の予算を投じる以上、観光客のみならず地域住民の利便性向上に確実につ

なげる必要があるとの意見が出された。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 以上が、総務常任委員会の審査報告です。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、教育民生常任委員長、田中廣幸議員。 

○教育民生常任委員長（田中 廣幸君） 皆様おはようございます。教育民生常任委員長の田中廣

幸です。委員会の審査報告をいたします。 

 委員会審査報告書。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告いたします。 

 記。 

 日時、令和８年３月９日月曜日、議案審査。同じく令和８年３月１０日火曜日、議案審査、ま

とめ。 

 場所は、本庁舎新館３階、第２委員会室です。 

 出席者は、記載のとおりです。 

 担当課は、記載のとおりです。 

 書記に、議会事務局。 

 審査の結果は、下記のとおり。 
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 事件の番号、議案第２７号、件名、令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号）。 

 経過及び理由。当委員会に係る歳出の主なものとして、４款１項４目予防接種推進事業

２,１６８万３,０００円の減額は、高齢者新型コロナワクチン予防接種における接種者数の実績

見込みによるもの。 

 １０款５項１目学校給食センター管理事業１節６２２万６,０００円の減額は、給食調理員に

おける人件費の実績見込みによるもの。 

 １０款７項２目スポーツセンター施設管理事業１７２万２,０００円の減額は、湯布院スポー

ツセンター利用者の減少に伴う燃料費及び光熱水費の実績見込みによるもの。 

 担当課からは、同施設における新たな運営方針の策定に向け、アンケート調査なども行いなが

ら検討を重ねていくとの説明を受けた。 

 委員会からは、早期に利用者が増加に転じるべく、多方面からの意見も聞き取りながらさらな

る調査研究に努めるよう意見を付す。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第２８号、件名、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算からそれぞれ１億８,３６２万８,０００円を減額

し、予算の総額を３７億９,７２４万５,０００円とするものである。 

 減額の主な理由として、歳入では県支出金及び基金繰入金の額の確定、歳出では保険給付費及

び保険事業費の実績見込みによるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第２９号、件名、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算からそれぞれ９１２万３,０００円を減額し、予

算の総額を４３億７,０９４万６,０００円とするものである。 

 減額の主な理由として、歳入では県支出金、繰入金の額の確定、歳出では総務費、地域支援事

業費の実績見込みによるもの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第３０号、件名、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）。 

 経過及び理由。本補正予算は、歳入歳出予算からそれぞれ４,８３４万７,０００円を減額し、
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予算の総額を６億３,２５３万２,０００円とするものである。 

 減額の主な理由として、歳入では一般会計繰入金、歳出では広域連合納付金の額の確定による

もの。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 以上、報告いたします。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 次に、産業建設常任委員長、髙田龍也議員。 

○産業建設常任委員長（髙田 龍也君） おはようございます。それでは、産業建設常任委員会委

員長、髙田龍也、委員会審査報告をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、由布市議会会議規則第

１１０条の規定により報告します。 

 日時、令和８年３月９日月曜日、議案審査、まとめ。令和８年３月１０日火曜日、議案審査、

まとめ。 

 場所、本庁舎新館３階、第３委員会室。 

 出席者、記載のとおりです。 

 担当課、記載のとおりです。 

 書記には、議会事務局にお願いしております。 

 事件の番号、議案第２７号、件名、令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号）。 

 経過及び理由。本補正予算の内容としては、入札残や事業実績確定による補正が主なものであ

る。当委員会において特に審査した項目として、歳出における７款１項２目物価高騰緊急対応事

業の委託料６,０５５万３,０００円の増額は、プレミアム付商品券発行支援業務において、プレ

ミアム率３０％から５０％に変更したことによるプレミアム分と事務費追加分の増。 

 ８款４項１目都市計画事業の委託料６０４万７,０００円の減額は、由布市大規模盛土土地造

成地変動予測調査業務に関わる入札残による減。本調査は、震災において盛土が変動、地滑り等

を起こし多くの宅地被害が発生したことを受け、国の補助を受けて実施したもの。国の安全基準

を満たしているとの報告を受けたと説明があった。 

 委員からは、物価高騰緊急対応事業について、物価高騰対策なので由布市民を対象として広く

行き渡るようにしてもらいたいとの意見が出た。 

 次に、都市計画事業について、市民の皆様に調査の結果が分かりやすく説明していただきたい

との意見が出た。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 
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 事件の番号、議案第３１号、件名、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第

３号）。 

 経過及び理由。本議案は、令和７年度由布市農業集落排水事業会計予算における収益的収入を

４３３万９,０００円減額し、総額８,８４９万１,０００円とし、収益的支出を３８３万

９,０００円減額し、総額１億６９３万４,０００円とするもの。  

 補正の主な内容は、入札による実績に伴う減額である。  

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定した。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 事件の番号、議案第３２号、件名、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第４号）。 

 経過及び理由。本議案は、令和７年度由布市水道事業会計予算における収益的収入を４９万円

増額し、総額８億８,８４９万９,０００円とし、収益的支出を３０万増額し、総額８億

８,６２０万５,０００円とするもの、並びに資本的収入を４,５６０万円減額し、総額７億

１,２３４万７,０００円とし、資本的支出を９,５２８万円減額し、総額１０億３０２万

７,０００円とするもの。 

 補正の主な内容は、入札及び実績に伴う減額である。 

 慎重審査の結果、全員一致で原案可決すべきと決定。 

 審査の結果、原案可決すべきと決定。 

 以上となります。慎重な審査をよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 

 これより審議に入ります。 

 まず、日程第１、議案第５号、由布市行政組織条例の一部改正についてを議題として質疑を行

います。 

 なお、委員長報告に対する質疑については、審査の経過と結果に対する疑義にとどめることを

お願いしておきます。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第５号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長報

告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 



- 264 - 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第２、議案第２７号、令和７年度由布市一般会計補正予算（第８号）を議題として

質疑を行います。質疑はありませんか。加藤議員。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） 加藤幸雄です。お世話になります。 

 総務委員長にお伺いいたしますけども、道の駅のデジタル化のことが審議されたというふうに

ありますけど、あそこの高速道路は湯布院別府間が全国一通行止めになる回数が多いということ

なんですけど、そういう情報もここから県なり市なり発信できるような形になるのかどうかお聞

きします。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村委員長。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） このデジタル技術導入業務というのは、観光案内が主なもの

になっております。特にそういった災害についてということに関しては、湯布院の道の駅は災害

対応の拠点の道の駅になっておりますので、そういった意味での対応もできると考えております。 

 以上です。 

○議長（佐藤 孝昭君） 加藤議員。 

○議員（１０番 加藤 幸雄君） この下のほうに、地域住民の方にもという項目があるものです

から、やはり地域住民も高速道路を通ったりすることも多いし、雪で通行止め、霧で通行止め、

そういうのがあるんで、もう少し聞いていただけたらありがたいなと思ったんですけど、何かの

機会で聞いてもらうことはできませんか。 

○議長（佐藤 孝昭君） 吉村委員長。 

○総務常任委員長（吉村 益則君） 道の駅ゆふいんは、地域住民の方、特に石武地区の方が中心

となって取り組んでおる事業になっております。ですから、そういった意味でも含めまして、地

域との連携、それから議員御指摘の高速道路の通行止めの際の対応、そういったことも含めて私

どもでも、当委員会でもそういう面については執行部に求めていきたいと考えております。 

○議長（佐藤 孝昭君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２７号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 
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〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第３、議案第２８号、令和７年度由布市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２８号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第４、議案第２９号、令和７年度由布市介護保険特別会計補正予算（第３号）を議

題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第２９号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第５、議案第３０号、令和７年度由布市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

３号）を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第３０号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長
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報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第６、議案第３１号、令和７年度由布市農業集落排水事業会計補正予算（第３号）

を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第３１号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、日程第７、議案第３２号、令和７年度由布市水道事業会計補正予算（第４号）を議題と

して質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより議案第３２号を採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。本案は委員長

報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 

〔議員16名中起立16名〕 

○議長（佐藤 孝昭君） 起立多数です。よって、本案は委員長報告のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（佐藤 孝昭君） これで、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次回の本会議は、３月２４日午前１０時から委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

午前10時27分散会 

────────────────────────────── 


